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自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付けに係る一般競争入札公告 

 

自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付けについて、次のとおり一般競争入札によ

り契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規

定により公告する。 

 

   令和８年５月１８日 

 

青森県知事  宮 下 宗 一 郎 

 

１ 入札に付する事項 

（１）件名  

   自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付け 

（２）貸付場所及び面積（設置台数） 

   別紙１貸付場所等一覧のとおり 

（３）貸付期間 

   令和８年７月１日から令和１１年３月３１日まで 

  （ただし、物件番号Ｂ－６及びＢ－７は、令和８年７月１日から令和９年１月３１日まで） 

※ 貸付期間は更新しない。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  次に掲げる要件を全て満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の

確認を受けた者であること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（２）青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号）第１２８条の規定による一般競争

入札に参加できない者でないこと。 

（３）法人の場合は、青森県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。また、個人の場

合は、青森県内に住所を有し業を営んでいる者であること。 

（４）過去２年の間に２回以上にわたって、国又は地方公共団体の庁舎等に自動販売機を設置

し、誠実に管理運営した実績を有している者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。 

（６）青森県の県税を滞納していないこと。 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格の確認 

  一般競争入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加資格確認申請書を郵送又は持参に
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より提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 

（１）提出期限 

   令和８年５月２６日（火）午後５時 

（２）提出場所 

   物件Ａ－１  

〒０３０－８５７０ 青森県青森市長島一丁目１番１号 

    青森県 財務部 財産管理課 財産管理グループ（青森県庁舎東棟１階） 

    電話０１７－７３４－９０９４ 

   物件Ｂ－１ ～ Ｂ－７  

    〒０３０－８５４０ 青森県青森市長島一丁目１番１号 

    青森県 教育庁 学校施設課 施設整備グループ（青森県庁舎西棟６階） 

    電話０１７－７３４－９８７４ 

 

４ 入札説明書（兼募集要項）の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 

  ３の（２）に定める場所に同じ。 

 

５ 入札の日時及び場所 

（１）日時 

令和８年６月５日（金）から同月１１日（木）までの午前９時から午後５時まで 

（ただし、６日（土）から７日（日）まで及び午後０時から午後１時までを除く。） 

（２）場所 

３の（２）に定める場所に同じ。 

 

６ 開札の日時及び場所 

（１）日時 

令和８年６月１６日（火） 

Ａ－１    ：１０時００分から 

Ｂ－１～Ｂ－７：１０時１０分から 

※ 開札は、物件番号順に順次行う。 

（２）場所 

青森県青森市長島一丁目１番１号 

青森県庁舎西棟５８０会議室 

 

７ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

（１）入札保証金 

   一般競争入札に参加する者の見積もる契約金額の１００分の５以上の入札保証金を納付す

るものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 
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  ア 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保

険契約を締結したとき。 

  イ 過去２年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以

上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を

締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

（２）契約保証金 

   契約者は、契約金額の１００分の５以上の契約保証金を納付するものとする。ただし、次

のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 

  ア 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

  イ 過去２年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以

上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる

おそれがないと認められるとき。 

 

８ 契約書取り交わしの時期 

落札決定の日から７日以内に、財産を所管する各部局等と契約を締結する。 

 

９ その他 

（１）入札の無効 

   入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実を記載した者の

した入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

（２）入札書の記載方法 

   落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札金額とするので、消費税

及び地方消費税相当分を含めた金額を入札金額とすること。 

（３）その他、詳細は、入札説明書（兼募集要項）による。 


